
東員 太郎 ○○医療センター

○○クリニック

○○薬局

東員 花子 □□病院

○○クリニック

○○薬局
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東員町山田１６００番地 東員 太郎
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１８３，７１３

「医療費控除の明細書」の書き方

申告する方の住所、氏名を
記入してください。

この欄は、医療保険者等が
発行する

「医療費通知（原本）」

を添付する場合に、その金
額を転記します。

この欄に記入した場合は、
「医療費通知」に記載されて
いる内容は、「２ 医療費（上
記１以外）の明細」へ計上で
きません。

この欄は、病院や薬局等の
領収書から、

・医療を受けた人ごと

・病院や薬局等ごと

「（４）支払った医療費の額」
に記入してください。

東員 太郎

東員 太郎

東員 花子

東員 花子

※生命保険などで補てんさ
れる金額がある場合は、
「（５）(4)のうち生命保険や
社会保険などで補てんさ
れる金額」に記入してくだ
さい。

※１月から１２月の間に支払
った医療費の合計を記入
します。

※公共交通機関の交通費も、
まとめて記入します。

東員 花子 北勢線 東員～西桑名 ３，４００

※「１ 医療費通知に記載さ
れた事項」で計上した医療
費は、こちらには計上でき
ません。

この欄で、医療費控除額の計算をします。

合計所得金額の５％か１０万円のいず
れか少ない方の金額を医療費から差し
引き、残りの金額を「医療費控除額」として、
申告書に転記します。

※町の申告会場をご利用される方は、この欄
は未記入でも構いません。

○医療費控除を申告する際は、「医療費控除の明細書」を添付しなければなりません。

○医療費控除を申告される方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は受けることがで
きません。（併用不可）

○医療費の領収証等は添付不要です。
ただし、税務署から領収書等の提示又は提出を求められる場合がありますので、医療費の領収証等は
ご自宅等で５年間保管してください。

～医療費控除に関する詳しいことは、国税庁ホームページや桑名税務署でご確認ください～

・１年間まとめて


